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【方法１１】 「借金」を整理して 

社長のキャッシュを最大化する！ 
 

 

「借金」を返して社長の手取りを増やす！ 

オーナー企業では会社から社長に金銭の貸付を行っているケースが頻繁にあります。帳簿上は「役員

貸付金」として計上されている項目です。計上理由は「一時的な役員報酬の代わりとした」「会社では落と

せない支払いの立て替えや仮払いをした」など様々です。しかし、「役員貸付金」は“いずれ解決しなけれ

ばいけない問題”です。なぜなら、「役員貸付金」には税務面で諸問題が付きまとうからです。 

 

支払利息に法人税がかかる： 税務上、会社から社長に対する金銭貸付には「利息計上」が必要とされ

ています。平成２９年度の認定利息は１.７％ですが、それ以前に金銭消費貸借契約を締結しているな

ら契約締結時の利率になります。利息分は会社の収益になりますので、余計な法人税等を負担するこ

とになります。利息を払う社長にしても「税」と「社会保険料」を引かれた手取りから払うことになります。 

 

いずれは返済しなければいけない： オーナー企業では会社と社長のサイフは一体なので、「返済しな

くても問題ない」と考えている社長もいます。しかし、「そうは問屋が卸さない」というのが税務署の見解

です。これを許してしまえば、役員報酬を支給してわざわざ税負担する人が誰もいなくなるからです。 

 

債権放棄は許されない： だったら、「会社が債権放棄すればいいのでは？」「最後は会社を清算してし

まえばいいのでは？」と誰もが考えます。しかし、法人税法では「貸し倒れ損失」を損金算入できるケー

スが厳しく制限されています。その相手が社長なら「役員貸付金＝役員賞与」の議論になるでしょう。否

認されたら計上した「貸し倒れ損失」は損金不算入で法人の課税対象になります。社長にも所得税や

住民税がかかってきます。また、仮に債権放棄できても、社長個人に対する課税は逃れることができま

せん。社長が税金を払えなければ、今度は債権者が「会社→国」に変わってしまいます。 

 

金融機関からの資金調達が難しくなる： 帳簿上に「役員貸付金」が多額に計上されていれば、どこの

金融機関でも１００％問題視します。「役員貸付金」は金融庁の融資マニュアルにも要注意項目として

記載されています。よって、借入などの審査の際には間違いなくマイナス作用が働きます。建設業や土

木業では経営審査事項の評点にも悪影響となるでしょう。 

 

■ 社長の「役員貸付金」を解消する４つの方法 

以上のように「役員貸付金」についてはポジティブな内容ではありません。「役員貸付金」を放置してお

くと、将来的に社長と会社の手元に残るキャッシュを減らす要因にもなってしまいます。ではどうすれば

「役員貸付金」を解消できるのかというと、一般的な解決方法は大きく４つあります。 
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①役員報酬から返済する 

 

王道は役員報酬から返済する方法です。しかし、この方法では当然、役員報酬から「税」と「社会保険

料」を負担した後の“手取り”から返済することになります。手取りが減るのは嫌だからといって役員報酬を

増額すれば、「税」と「社会保険料」の負担がさらに増加してしまいます。 

 

②社長個人の資産を売却する方法 

 

社長の個人資産を会社に売却し「役員貸付金」と相殺する方法です。通常、資産を売却すると社長に

は譲渡所得税がかかります。先述の「自宅売却」の手法ならたいてい自宅売却時に「売却損」が発生する

ため譲渡所得税をかけずに、自宅売却代金から「役員貸付金」を返済可能です。しかし、自宅の売却代

金を「役員貸付金」の返済に充当すれば“単に【会社】に自宅を売却しただけ”で終わってしまいます。 

 

③社長個人が借金して返済する方法 

 

社長個人が金融機関等から借入を行って「役員貸付金」を精算します。しかし、この方法では社長個人

の負債が増えてしまいます。余計な利息負担も発生します。「金融機関から融資を受けたい」などの必要

に迫られた理由がない限り、ふつうは個人で負債を抱えようとは思わないのではないでしょうか。 

 

④退職金で相殺する方法 

 

１番現実的な方法です。役員退職金で「役員貸付金」を相殺するわけです。もちろん相殺といっても、

実際には社長個人に支払われる退職金ですから退職所得として課税対象にはなります。しかし、退職所

得には他の所得にない税制上の恩典があるためもっとも低コストで借金を帳消しできる方法です。 

 

この方法では次の２つの選択肢があります。いずれも「生命保険」をからめることで、さらに低コストで借

金を帳消しにできます。その他の①～③の方法と違って、「生命保険」なら保険料を経費化して課税を繰

り延べながら最後には「退職所得」の優遇税制を活用して役員貸付金を相殺できるからです。ただし、こ

の方法には時間がかかります。退職まで「役員貸付金」を解消できないからです。また、退職金の受取金

額も減ることになります。 

 

（１） 勇退時の退職金で解消する 

勇退時の役員退職金の中から「役員貸付金」を相殺して会社に返済する方法です。 

 

（２） 死亡時の退職金で解消する 

死亡時の死亡退職金の中から「役員貸付金」を相殺して会社に返済する方法です。 

 

以上、役員貸付金を解消する４つの方法をご紹介しました。いずれの方法にもデメリットがあります。とこ

ろが、です。①～④の方法のデメリットなしに「役員貸付金」を解消できる方法があるのです。それが、私ど
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もの【とっておきの方法】です。②と③は論外として、私どもの【とっておきの方法】では「①役員報酬から返

済する方法」と違って、余計な「社会保険料」を負担せずに「役員貸付金」を解消できます。さらに、「④退

職金で相殺する方法」とも違って、退職しなくても「役員貸付金」を解消できるのです。早ければ「５年」で

解消できるでしょう。もちろん、退職金も減りません。 

 

「役員貸付金」の解消でお困りならぜひ私どもにご相談ください。【とっておきの方法】を使って、社長の

手取りを最大化するご提案をさせていただきます。 
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【手取り最大化コンサルティング】 

 事前診断受付中！ 

 

 

あなたの場合はいくら手取りが増えるのか？  

 

最後までレポートをお読みいただきまして、ありがとうございました。オーナー社長であれば誰もが手元

に残るキャッシュを増やしたいと考えているのではないでしょうか。なぜなら、会社に何かあったとき最終

的に頼りになるのは“社長個人の財産”だからです。 

 

通常、社長の「手取り」を増やすには報酬を上げるしかありません。しかし、報酬を上げれば、そこには

「税金」と「社会保険料」の高額な負担が待っています。国は「給与所得控除」の縮小などで個人課税を強

化していますし、社会保険料も３１.５％（労使合計）の負担割合になります。ゆえに、今後ますます「稼い

でもお金が残らない・・・」という状況が続きます。 

 

そこで、どうするか？ 

ぜひこのレポートに書かれた方法を検討してみてください。このレポートはまさに「稼いでもお金が残ら

ない・・・」という社長のために、私どものコンサルティング手法の一部を公開したものです。私どもは「税

金」と「社会保険」のプロとして、あなたの手取りを最大化するお手伝いをしたいと考えています。 

 

その第一歩として、まずは完全無料で「あなたの場合はいくら手取りが増えるのか？」を事前診断させ

ていただけないでしょうか。診断結果はレポート形式で分かりやすく作成された私どもオリジナルの【社長

の手取り最大化シミュレーション】でお知らせします。論より証拠です。実際、私どものコンサルティングで

「手取りがどう増えるのか？」を【社長の手取り最大化シミュレーション】で見ていただきましょう。 

 

 

無料 
完全 
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これは、役員報酬９００ 万円の社長のケースです。ご覧のとおり、【対策前】と【対策後】とでは社長の手

取りは「年額１,７０５,７１０円」アップしています。５年間でみると「累計８,５２８,５４８円」です。一方、会社に

しても法人負担分が「年間３０１,６０２円」減少しています。５年間でみると「累計１,５０８,００８円」です。すな

わち、社長、会社ともに手元に残るキャッシュは増えているわけです。その額は「年額２,００７,３１１円」、５

年間でみると「累計１０,０３６,５５６円」にもなります。 

 

いかがでしょうか？ 

このケースと同じように、あなたの手取りも“年間百万単位”で増やせるかもしれません。ただし、手取り

増加効果（増加額）は人によって異なります。現在の報酬金額やその他の条件によって手取り増加効果

は大きく変わってくるからです。従いまして、「あなたの場合はいくら手取りが増えるのか？」をご報告させ

ていただくために、まずは事前診断をご利用いただきたいのです。 

 

その結果をもとに、私どもコンサルティングを導入するかをご検討ください。私どものコンサルティングに

は初期費用は一切かかりません。報酬については実際にあなたが私どものコンサルティングを導入いた

だき、その効果を検証していただいた場合のみ発生します。それ以外の費用（事前診断費、資料作成

費、交通費など）は何もかも不要です。 

 

【手元キャッシュ最大化コンサルティング｜導入までの流れ】 
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私どもの目的はあなたと会社の手元に残るキャッシュを最大化することです。そのお手伝いをすること

で報酬をいただいております。従って、事前診断の結果、「効果が期待できない」と分かれば、大変申し

訳ないのですが、逆に今回のご提案はなかったことにさせてください。あなたにとって「大きな効果が期待

できる」場合に限り、ご提案させていただきます。 

 

■ 私どもからご提案はいたってシンプルです！ 

私どもからのご提案はシンプルです。私どもでは書面上の手続きだけで、社長と会社の手元に残るキャ

ッシュを最大化するコンサルティングをご案内しております。うまくすれば百万単位で手元キャッシュを増

やせるかもしれません。以下の「ヒアリングシート」で事前診断できるのですが、いかがでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もしあなたの答えが「興味アリ」であれば、今すぐ同封の「ヒアリングシート」をご返送ください。あなたに

デメリットもリスクもなし、あるのはコンサル実行後に増える“キャッシュ”だけです。しかも、そのメリットを享

受するために必要なのは、たったひと言、あなたが「と・り・あ・え・ず」とおっしゃって、、、 

 

《 同封の「ヒアリングシート」を私どもにＦＡＸしていただくことです 》 

 

ぜひあなたも手元に残るキャッシュを最大化されて、有効な事業活動やプライベートにお役立てくださ

い。あなたから「ヒアリングシート」が届くのを、こころよりお待ちしております。 

 

 

（ここまで完全無料です） 

 

社長の手取り最大化 

シミュレーションお申込み 

「ヒアリングシート」をご記入 

のうえ FAX にてご返信 

社長の手取り増加額及び 

導入効果をご報告 

「経済効果アリ」との判断 

なら詳細説明の訪問 

シミュレーション 手元キャッシュ最大化 

コンサルのご提案 の結果報告 
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いでも、お店の利益を出しても 
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くつ FP事務所を開業。小規模事業者専門のファイナンシャル・アドバイザーとして、「小冊子」「セミナー」

等での情報提供は好評。 

 

 

 

「借金」を整理して社長のキャッシュを最大化する方法② 

 

 

平成３０年１月１日 第三刷 

著者  阿久津和宏（あくつかずひろ） 

発行  あくつ FP事務所 

〒360-0816 埼玉県熊谷市石原６４１－３ 

Ｅ-ｍａｉｌ： info@fp-1.info 

ＨＰ： http://fp-1.info 

ＴＥＬ： ０５０－３７０７－３５０７（代）  ＦＡＸ： ０４８－５２４－２９１８ 

 

手元キャッシュ最大化レポート Ｖｏｌ．１１ 

 

 


